
意見聴取要請の概要

○ 食品安全基本法第 条第 項関係24 1

※ 食品衛生法（昭和 年法律第 号）第 条の規定に基づ22 233 10
き、同条の人の健康を損なうおそれのない添加物として、次に

掲げるものを新たに定め、あわせて、同法第 条第 項の規定11 1
に基づき、規格基準を設定すること。

（平成 年 月 日付け）19 8 2

・プロテイングルタミナーゼ

Chryseobacterium proteolyticumプロテイングルタミナーゼは、

より得られる、食品タンパク質中のグルタミン残基をグルタ

ミン酸残基に変換（脱アミド化）する作用を有する酵素であ

り、食品中のタンパク質やタンパク質素材の溶解性、乳化特

性等を向上させることが出来る。

本品は、日本において開発されたものである。加工助剤を

食品添加物として規制していないＥＵでは、既に一部の国に

おいて使用の実績がある。

なお、我が国では、酵素７１品目が既存添加物名簿に収載さ

れており、類似する酵素としては 「グルタミナーゼ」や「ト、

ランスグルタミナーゼ」が挙げられる。

（平成 年 月 日付け）19 8 2
・５－メチルテトラヒドロ葉酸カルシウム

５－メチルテトラヒドロ葉酸カルシウムは食品中に存在す

る天然の葉酸化合物の内の主な還元型の葉酸である５-メチル

テトラヒドロ葉酸のカルシウム塩である。米国では 「一般的、

に安全であるとみなされる （ＧＲＡＳ物質）として適正製造」

規範（ＧＭＰ）のもと、使用が認められている。ＥＵにおい
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ても特殊栄養用途食品及びフードサプリメントのミネラル供

給物質としての使用が認められている。

なお、我が国では、類似の食品添加物として、昭和３２年

に「葉酸」が指定され、栄養強化剤として調整粉乳等に使用

されている。
















